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船舶事故調査報告書 

 

                             令和元年１０月１６日 

                      運輸安全委員会（海事専門部会）議決 

委   員  佐 藤 雄 二（部会長） 

委   員  田 村 兼 吉 

委   員  岡 本 満喜子 

 

事故種類 衝突 

発生日時 平成３０年１１月１日 ０７時０５分ごろ 

発生場所 北海道釧路市釧路港外港 

 開発局釧路港西港区島防波堤西灯台から真方位２０５°８６０ｍ付

近 

 （概位 北緯４２°５８.４′ 東経１４４°１７.１′） 

事故の概要  漁船第６１孝
たか

丸は、漂泊中、また、漁船長
ちょう

福
ふく

丸は、南南東進中、

両船が衝突した。 

 第６１孝丸は、右舷中央部外板に亀裂を生じて沈没し、また、長福

丸は、船首部外板に擦過傷を生じた。 

事故調査の経過  平成３０年１１月９日、本事故の調査を担当する主管調査官（函館

事務所）ほか１人の地方事故調査官を指名した。 

 原因関係者から意見聴取を行った。 

事実情報 

 船種船名、総トン数 

 船舶番号、船舶所有者等 

 Ｌ×Ｂ×Ｄ、船質 

 機関、出力、進水等 

  

 

Ａ 漁船 第６１孝丸、７.９トン 

   ＨＫ２－１８６９９（漁船登録番号）、個人所有 

   １３.４０ｍ（Lr）×３.０１ｍ×１.３２ｍ、ＦＲＰ 

   ディーゼル機関、３５５kＷ（動力漁船登録票による）、昭和５

４年４月 

Ｂ 漁船 長福丸、７.９トン 

   ＨＫ２－２０３００（漁船登録番号）、個人所有 

   １３.１９ｍ（Lr）×３.３３ｍ×１.２３ｍ、ＦＲＰ 

   ディーゼル機関、４３５kＷ（動力漁船登録票による）、平成３

年８月 

 乗組員等に関する情報 Ａ 船長Ａ 男性 ６９歳 

   一級小型船舶操縦士・特殊小型船舶操縦士・特定 

    免許登録日 平成１０年８月２８日 

    免許証交付日 平成３０年８月２７日 

           （令和５年８月２７日まで有効） 

Ｂ 船長Ｂ 男性 ６４歳 

   一級小型船舶操縦士・特殊小型船舶操縦士・特定 

    免許登録日 昭和５２年５月１３日 

    免許証交付日 平成３０年２月２０日 



- 2 - 

           （令和５年３月３１日まで有効） 

 死傷者等 なし 

 損傷 Ａ 右舷中央部外板に亀裂、沈没（全損） 

Ｂ 船首部外板に擦過傷 

 気象・海象 気象：天気 晴れ、風向 北、風力 ３、視界 良好 

海象：海上 平穏 

 事故の経過  Ａ船は、船長Ａほか４人が乗り組み、平成３０年１１月１日０５時

００分ごろ、ししゃも
．．．．

こぎ網漁の目的で釧路港東区副港を出港し、釧

路港西区の島防波堤の沖側の漁場（以下「本件漁場」という。）にお

いて０６時４５分ごろ２回目の操業を開始し、０６時５７分ごろ投網

を終えて漂泊した。 

 Ａ船は、揚網の準備作業を開始し、船長Ａが後部甲板での作業を終

えてから左舷側の通路を通って操舵室に向かう途中、船橋構造物の隙

間から右舷正横至近に迫ったＢ船を視認したものの、どうすることも

できず、０７時０５分ごろ、Ａ船の右舷中央部とＢ船の右舷船首部と

が衝突した。 

 Ａ船は、右舷中央部外板に亀裂を生じて機関室に浸水し、Ａ船の乗

組員全員がＢ船に乗り移った後、船体が右舷側に傾斜して沈没した。 

 Ｂ船は、船長Ｂほか４人が乗り組み、０５時１５分ごろ、ししゃも
．．．．

こぎ網漁の目的で釧路港東区副港を出港し、釧路市阿寒
あ か ん

川河口付近の

漁場での操業を終え、本件漁場に向かった。 

 Ｂ船は、船長Ｂが操舵室右舷側に立って手動操舵で操船に当たり、

針路を島防波堤南南西方付近に向く真方位１５９°に定め、約１０ノ

ットの対地速力で、操舵室左舷側に設置された魚群探知機を作動させ

て、その画面に注意を向けながら、目視で前方の見張りを行って航行

した。 

 Ｂ船は、島防波堤西端の南南西方沖を航行中、船長Ｂが、突然衝撃

を感じ、Ａ船と衝突したことに気付いた。 

 船長Ｂは、漁業無線で僚船に本事故の発生を知らせ、僚船が漁業協

同組合に連絡した後、同組合が海上保安部に通報した。 

（付図１ 事故発生経過概略図 参照） 

 その他の事項  船長Ａは本事故時、本件漁場ではあまりししゃも
．．．．

が獲れないので、

ししゃも
．．．．

漁をしに来る船はいないだろうと、揚網の準備作業に意識を

向けていたので、接近するＢ船に気付くのが遅れたと本事故後に思っ

た。 

 船長Ａ以外のＡ船の乗組員は、本事故時、前部甲板で下を向いて漁

獲物等の整理作業を行っており、接近するＢ船に気付かなかった。 

 船長Ｂは、本事故時、魚群探知機の画面に意識を向けていたので、

前路で漂泊中のＡ船に気付かなかったのではないかと本事故後に思っ

た。 
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 船長Ｂ以外のＢ船の乗組員は、本事故時、前部甲板で下を向いて漁

獲物等の整理作業を行っており、前路で漂泊中のＡ船に気付かなかっ

た。 

分析 

 乗組員等の関与 

 船体・機関等の関与 

 気象・海象等の関与 

 判明した事項の解析 

 

Ａ あり、Ｂ あり 

Ａ なし、Ｂ なし 

Ａ なし、Ｂ なし 

 Ａ船は、本件漁場において漂泊中、船長Ａが、揚網の準備作業に意

識を向けて漂泊を続けたことから、接近するＢ船に気付くのが遅れ、

Ｂ船と衝突したものと考えられる。 

 Ｂ船は、本件漁場において南南東進中、船長Ｂが、魚群探知機の画

面に意識を向け、同じ針路及び速力で航行を続けたことから、前路で

漂泊しているＡ船に気付かずにＡ船と衝突したものと考えられる。 

原因  本事故は、本件漁場において、Ａ船が漂泊中、Ｂ船が南南東進中、

船長Ａが、揚網の準備作業に意識を向けて漂泊を続け、また、船長Ｂ

が、魚群探知機の画面に意識を向け、同じ針路及び速力で航行を続け

たため、両船が衝突したものと考えられる。 

再発防止策 

 

 今後の同種事故等の再発防止に役立つ事項として、次のことが考え

られる。 

・航行中はもとより漂泊中であっても、目視、レーダー等により常

時適切な見張りを行い、接近する他船を認めた場合には、余裕が

ある時機に衝突を避けるための措置を講じること。 
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付図１ 事故発生経過概略図 
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